
 岩手労働局 盛岡労働基準監督署 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 時間外労働の上限規制：建設業（令和６年４月～） 

② 時間外労働の上限規制：トラック運転者（令和６年４月～） 

③ 時間外労働の上限規制：医師（令和６年４月～） 

④ 改善基準告示の改正：トラック運転者の労働時間等を定める「改善基準告示」が改正適用（令和６年４月～） 

（※ 発荷主・着荷主・発注者の皆様に、長時間の荷待ちの改善にご理解ご協力をお願いします。） 

⑤ 改善基準告示の改正：バス運転者の労働時間等を定める「改善基準告示」が改正適用（令和６年４月～） 

⑥ 改善基準告示の改正：タクシー運転者の労働時間等を定める「改善基準告示」が改正適用（令和６年４月～） 

⑦ トラックの荷役作業：テールゲートリフター操作に係る特別教育（令和６年２月～）、昇降設備の設置・保護帽の着用（令和５年 10 月） 

⑧ 足場からの墜落防止：一側足場の使用範囲の明確化（令和６年４月～）、足場の点検者の指名・点記者の記録・保存（令和５年 10 月） 

⑨ 林業・木材製造業労働災害防止規定の改正：令和 5 年 12 月 11 日適用 

⑩ 最低賃金：岩手県最低賃金：令和 5 年 10 月 4 日から時間額８９３円 

⑪ アスベスト事前調査：解体・改修・各種設備工事でアスベストの有無の事前調査と結果報告が義務付け（令和５年 10 月） 

発着荷主の皆様へ 
市民の皆様へ 

「はたらきかたススメ」  改善基準告示 

岩手労働局ＨＰ盛岡監督署からのお知らせ 
かわら版、各号をご覧ください➡ 

かわら版 盛岡労働基準監督署からのお知らせ 

令和６年１月 

新年あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます。 

「令和」も６年目になりますが、大きな変化があったこの５年間でした。気になるキーワードを掲げてみますと、 

働き方改革、時間外労働の上限規制、新型コロナウイルス、助成金、テレワーク、オンライン会議、働き方の多様

化、正社員と非正規労働者の格差是正、同一労働同一賃金、賃金引上げ、少子高齢化社会、 人手不足、後

継者不足、ハラスメント（パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラ）、介護離職、メンタルヘルス、転倒災害、高齢者の安

全対策、行動災害の防止、化学物質、第 14 次労働災害防止計画、2024 年問題、フリーランス などなど 

一度は聞いたことがあるフレーズですよね。長引く物価高騰が問題となる中、令和 5 年 11 月には 「デフレ完全脱却のための総合経済対策」

が閣議決定され、令和 6 年も賃金引上げや格差是正（同一労働同一賃金）等に関する各種支援策が進められます。 

労働災害防止対策としては、「第 14 次労働災害防止計画」 の初年度として周知を図って参りました。令和 4 年までの第 13 次労働災害

防止計画は目標未達成でしたが、令和 5 年、当署管内の労働災害は前年より減少、特に重点課題とした 「転倒災害防止」 について、令和

5 年 1 月から始めた 「転倒災害防止コンテスト」 （第 3 回開催中！応募 1 月末まで）で各企業の積極的な取組の効果が表れ減少に転

じました。しかし、最大の目標である「死亡災害ゼロ」については、前年と同数の３名となり、非常に残念な結果となってしまいました。 

第 14 次労働災害防止計画の 2 年目となる今年こそ、「死亡災害ゼロ」 を達成したいと強く願っているところです。 

盛岡労働基準監督署では、管内企業と働く人々の安全・安心・健康な１年となりますよう、各種施策・支援の取組を進めて参ります。 

管内企業の安全管理、衛生管理、健康管理、基本的な労務管理の更なる徹底をお願い申し上げます。 

令和６年１月吉日     盛岡労働基準監督署 職員一同  「心と体の健康なくして安全なし」 
安心 安全 

健康 

法改正    対応･取組みに遅れがないかご確認願います  

高血圧は、喫煙と並んで日本人の生活習慣病の最大リスクといわれ、原因は、塩分の摂取過多、肥満、飲酒、運動不足。20 歳

以上の２人に１人は高血圧らしいです。家庭で血圧を測っている方も多いと思いますが、家庭血圧では最大血圧（収縮期血圧）

が 140、最小血圧（拡張期血圧）が 90 が高血圧診断の基準（日本高血圧学会）のようです。 

高血圧の予防は、塩分摂取量の制限。「健康日本 21」の目標値では８ｇ未満、日本高血圧学会は６ｇ未満を推奨しています。東北地方は

比較的濃口で、一杯飲んだ後のラーメンが好きな方も多いのではないでしょうか。ラーメンなど麺類の汁を全部飲み干すと、それだけで６

ｇ近い塩分摂取になるそうです。野菜・果物・大豆製品・乳製品などの摂取が推奨されていますので、高血圧予防のため今の食事メニュー

を見直してみませんか。「減塩メニュー」でも日本の文化である「だし」を工夫すれば結構美味しい食事になりますね。 

日本高血圧学会では、高血圧に関する川柳・標語コンテストを行っています。2023 年の最優秀賞は「食材の 良さを引き出

す だし文化」、日本高血圧学会賞は「川柳で 血圧語れる 平和あり」です。2024 年 2 月 29 日応募締め切りで、テーマは「変

化」「変動」「転換」「異次元」です。最優秀賞は賞金 10 万円･副賞･表彰盾、日本高血圧学会賞は賞金 5 万円･副賞･表彰盾な

ど。応募してみませんか。詳しくは、日本高血圧学会ＨＰをご覧ください。  https://www.jpnsh.jp/info_senryu.html➡ 

ちょっと小耳情報  「 血 圧 」 の 話  

○龍   令和 6 年が安全で安心な 1 年になりますように  

https://www.jpnsh.jp/info_senryu.html
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冬季の転倒災害を予防！  雪道の歩き方のコツ 実践してみよう！ 

毎年 1 月、2 月は最も転倒災害が多い時です！ 雪国の代表である札幌市の事例を参考に、社員研修をやってみませんか。 

詳しくは、札幌市のＨＰ 

こちら➡ 
「雪道で転ばないコツ教えます」 

（PowerPoint 版、PDF 版あり） 

ほかにも資料があります！ 

札幌発 冬道を安全・快適に歩くための総合情報サイト 

（ウインターライフ推進協議会）  情報盛沢山です 

こちら➡ 

雪道で滑らない歩き方のポイント 小さな歩幅で歩く 

 歩幅が大きいと足を高く上げる必要があるため、重心移動(体

の揺れ)が大きくなり、転倒しやすくなります。 

滑りやすいところでは、基本的に小さな歩幅で歩きましょう。  

靴の裏全体をつけて歩く 

重心を前におき、できるだけ足の裏全体を路面につける気持ち

で歩きましょう。 

道路の表面が氷状の「つるつる路面」では小さな歩幅で、足の

裏全体をつけて歩く「すり足」のような歩き方が有効です。 

滑りにくい冬靴のヒミツは靴底にあり！① 

 ピン・金具付きの底 

先の尖った金属のピンや金具が
靴底についており、固い氷を強

くひっかき突き刺します。 

【ここに注意！】 

じゅうたん等の上を歩く

と金具がひっかかってつ

まづいたり、建物内のタイ

ル等の床で滑ったりする

ことがあります。 

 深い溝のある底 

深い溝がついている靴底は、路
面に対するグリップ力が強いの

で滑りにくくなっています。 

【ここに注意！】 

底が硬い靴は、つるつる路面

では滑りやすいので、溝の深

さだけではなく靴底のやわら

かさも重要です。 

また、溝に雪が詰まると滑り

やすくなります。 

滑りにくい冬靴のヒミツは靴底にあり！② 

  
軟らかいゴム底 滑り止め材入りゴム底 

【ここに注意！】 

 

柔らかいゴムを使った靴

底は、路面に対する接着力

が強いため滑りにくくな

っています。 

【ここに注意！】 

 

滑り止め材が混ざっている靴

底は、ヤスリのように路面の

表面をひっかくので滑りにく

くなっています。 

除雪作業は「転倒」「腰痛」「除雪機械 挟まれ･巻き込まれ」注意！  

「雪下ろし安全１０箇条」 

１.安全帯、ヘルメットは必ず着用 

２.はしごは固定する 

３.作業は２人以上で行う 

４.足場の確認を行う 

５.雪下ろしのときは周りに雪を残す 

６.屋根から雪が落ちてこないか注意する 

７.除雪道具や安全対策用具の手入れ点検

を行う 

８.除雪機の雪詰まりはエンジンを切って

から棒などで取り除く 

９.携帯電話を身につける 

10.無理はしない 

国土交通省リーフレット➡ 

除雪中の事故によって毎年多くの犠牲者が出ています。 
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リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインが策定されました。 

労働安全衛生規則の改正により、令和６年４月１日から、以下の対応が事業者に義務付けられます。 

（１）リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、リスクアセスメント

の結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める

項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなければならないこと 

（２）リスクアセスメント対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそ

れがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が、厚生労働大

臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、医

師等が必要と認める項目について、医師等による健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置を講じなけ

ればならないこと 

事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師等にこれらの健康診断の趣旨・目的

を正しく理解いただき、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクア

セスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しておりますので、ご参照ください。 

化学物質による健康障害の防止    適切にお願いいたします。  

厚生労働省ＨＰ 

リスクアセスメント

対象物健康診断に関

するガイドライン 

（Ｒ5.10.17） 

ガイドライン解説 

化学物質による労働災害防止のための新たな規制（労

働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和４年厚

生労働省令第 91 号（令和４年５月 31 日公布））等の

内容）に関するＱ＆Ａ 令和 5 年 12 月 5 日更新 

令和 6 年 4 月から適用される規定等化学物質対

策に関する情報。随時更新されていますので、

最新情報をご確認ください。 

なくそうハラスメント  さあっ、進もう！ハラスメントのない明るい社会へ 
 

職場のハラスメント防止は、企業の

義務です。 

令和元年に改正された労働施策総合

推進法において、職場のパワーハラス

メント防止措置が事業主の義務付けと

なりました。併せて、男女雇用機会均

等法及び育児・介護休業法でも、セク

シャルハラスメントや妊娠・出産・育

児休業等に関するハラスメント規定の

一部が改正強化されました。 

事業主は、実効性あるハラスメント

対策を講じてください。また、働く人

自身も、上司・同僚・部下をはじめ、

取引先等仕事をしていく中でかかわる

人たちをお互いに尊重することでハラ

スメントのない職場にしていくことを

心がけましょう。 

 

 

職場のハラス
メント対策に

関する資料は
こちら 

厚生労働省
HP 

職場のハラス
メント防止対
策 
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● フォークリフト、クレーン、建設重機類の運転操作等には、法定の免許・技

能講習・特別教育など、必要な資格要件（就業制限）があります。 

● 昨年、無資格就労による災害が連続で発生し、そのうち 1 名が死亡する

など大きな被害を及ぼす災害となっています。 

● 社内で行われる作業、使用する機械の確認、必要な資格の取得状況を

再度チェック、資格証の原本確認を行い、計画的に資格取得のための準備

を進めましょう。 

● また、「作業主任者」が必要な作業においては、作業主任者による作業指 

揮や安全対策、保護具の着用状況の確認など、作業主

任者の職務の励行を徹底しましょう。 

資格が必要な機械・作業はこちら➡ 

（厚生労働省ＨＰ） 

● 冬休み期間中、高校生や大学生のアルバイトを採用することがあります

が、労働基準法、最低賃金法はアルバイトであっても適用されます。 

先ずは、労働基準法 15 条（同規則 5 条）に基づき 「労働条件通知

書」を確実に交付しましょう。また最低賃金を下回ってはいけません。 

● 労働者に明示する必須事項である、契約期間、契約更新の基準、就業

場所、業務内容、始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休

日、賃金（計算方法、支払方法、締切日、支払時期等）、退職に関す

ること（解雇事由含む）は必ず書面で通知しましょう。 

● 就労に際しては、必要な安全衛生教育も実施しましょう。 

また、学生の本文である学業の妨げになるような無理なシ

フトを組まないよう留意し、ハラスメント防止対策も漏れなく

講じましょう。 

無資格就労はやめましょう！  

パート・有期雇用労働法が 2021 年（令和 3 年）4 月 1 日全面施行、中小企業にも適用されています。 

同法第 8 条では、正社員とパート･有期雇用労働者との待遇の差異について、「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職務の内

容」という）、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるも

のを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない」と不合理な待遇を禁止しています。 

待遇の違いが不合理と認められるかどうかの判断は、個々の待遇（基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生施設、教育訓練、休暇な

ど）ごとに、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情（職務の内容、職務の内容･配置の変更の範囲、その他の事情（職務の成

果、能力、経験、合理的な労使の観光、事業主と労働組合との交渉の経緯など）を考慮して判断されます。 

いかなる待遇差が不合理で、いかなる待遇差が不合理なものでないかについては、「同一労働同一賃金ガイドライン」

（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）において、原則となる考え

方及び具体例を示しています。 

同一労働同一賃金 ①パート・有期雇用労働法第 8 条「不合理な待遇の禁止」 

厚生労働省ＨＰ「同一労働同一賃金特集ページ」をご覧ください➡ 

詳しくは岩手労働局ＨＰ「賃金」をご覧ください。 

産 業 別 最 低 賃 金 が 改 訂 さ れ ま し た 。  岩 手 県 ･岩 手 労 働 局 に お け る 各 種 支 援 策  

を ご 活 用 く だ さ い 。  

岩手労働局ＨＰのトップページを開き 
「岩手県・岩手労働局における事業主に対する支援策」
をクリックしてください。 

アルバイトの労働条件を守ってください！  


